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はじめに 

背景と目的 

赤磐市（以下、「本市」という。）は、本市の基本計画である「第２次赤磐市総合計画」及び

「第２期赤磐市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、それに基づき策定した「赤磐市農業振興基

本計画」（以下、「基本計画」という。）により、各種農業施策を推進しています。 

近年、農業や農家を取り巻く環境が急速に変化する中、本市でも農家の高齢化や離農、耕作放

棄地の増加、生産技術や優良農地の次世代への継承などの課題や問題を抱える一方、国内外での

作目ごとの産地間競争、農業分野のＩＣＴ技術の導入、スマート農業の研究開発、民間企業や福

祉分野での農業参入など新たな動きも広がっています。 

こうした環境の変化の中、将来を見据え本市の農業を振興、発展させるべく、岡山県より譲り

受けた事業用地について、令和２年度にサウンディング型市場調査（民間事業者への聞き取り

等）を実施し、次世代農業技術の導入、普及等のための有効活用を検討してきました。 

赤磐市次世代農業技術集積センター整備事業に係る公募型プロポーザル（以下、「本プロポー

ザル」という。）は、土地の賃貸を条件とした農業振興施設の整備、運営を行う候補者を選定す

ることを目的とし、その実施等については関係法令等に定めるもののほか、本要項によるものと

します。 

 

第１ 事業内容に関する事項 

１ 事業名称 

赤磐市次世代農業技術集積センター整備事業（以下、「本事業」という。） 

 

２ 事業用地の概要 

所在地 岡山県赤磐市津崎６２番１及び津崎１１８番１ 

 

事業予定地 
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敷地面積 

 

 

２２,７６１㎡（６２番１：１２,３１９㎡、１１８番１：１０,４４２㎡） 

水路を除いた面積 約２２,０００㎡ 

 

地目 田 

法規制 都市計画法：市街化調整区域 

農地法  ：規制あり 

供給施設  インフラ整備（事業者） 負担区分 

電気 電力会社との契約 事業者 

水道 敷地内の給水管布設（配水管φ75mmからメータ

ーは市が設置予定） 

配水管：市 

給水管：事業者 

下水道 公共ます（市が設置予定）から敷地内の排水設

備布設 

本管：市 

排水設備：事業者 

ガス 都市ガスなし。ＬＰガスは民間事業者との契約 事業者 

雨水 敷地内の雨水管布設、集水ます・調整池等設置 事業者 

その他 接道：南東側 市道 津崎中支線（幅員約４.０ｍ） 

   北東側 農道（幅員約２.５ｍ） 

 

  

 

 

水路 

 

 
 

 

赤磐市消防本部･消防署 
赤磐市環境センター 

 津崎 118-1 

 

 事業予定地 

津崎 62-1 
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３ 整備する施設の内容及び条件 

事業者は、市から用地を有償で借り受け、農業振興施設を整備・所有し、管理・運営するもの

とします。 

想定している事業者の業務内容は次のとおりです。 

 ・施設の設計・建設業務：調査・測量、設計、建設、工事監理、各種申請・登記 

 ・施設の維持管理・運営業務：保守、修繕・更新、清掃、警備等 

 ・事業の目的を達成するための取組：市と連携・協力して農業の振興に資する取組みを行う。 

 

（１）満たすべき条件 

提案施設については、次に示す施策例を参考とし、基本計画で定める赤磐市就農等支援セン

ターが目指す「強い農業の確立」の実現につながる提案であること。 

就農・経営支援 ・高度農業技術の継承と一般化 

・供給体制の強化と安定化 

・親方就農制度の運用や農業経営塾の運用 

・新規就農者への積極的な支援 

・農閑期の収益確保に向けた検討 

・一般企業の農業参入促進 

・経営感覚を持った地域農業の担い手支援 

・就農体験圃場や新技術実証圃場等の運営 

・水稲栽培の大型農家への委託促進 

高付加価値化・ブ

ランド化の推進 

・農産物の高付加価値化、地域としてのブランド力・認知度向上 

・ぶどう等、需要の高い輸出品目の品質維持・向上 

・収穫体験ツアー等を通じた米の付加価値向上 

・野菜生産拡大に向けた「農地マッチング体制」の確立 

・水田における高収益作物の栽培（果樹や施設園芸作物等） 

・農産物の販売体制見直し（ロットの確保） 

６次産業化・次世

代農業の推進 

・生産管理ＩＣＴの開発やスマート農業の促進 

・農福連携の強化 

・周年栽培を可能とする施設園芸の導入と新たな品栽培の強化 

・６次産業として加工品の商品化や流通に向けた取り組みを促進 

・赤磐市就農等支援センターを軸とした次世代農業の取り組み強化 

農地・農村環境の

保全 

・荒廃農地の改善 

・鳥獣害対策の強化 

・リタイア世代等による遊休農地の利活用支援 
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（２）禁止する用途 

次に定める用途には使用できません。 

ア 青少年に有害な影響を与える興業、物販、サービスの用途 

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に定める暴力団その他の反社会的団体及びこれらの構成員がその活動のために利用する用途 

ウ 公序良俗に反する用途 

エ その他、市が本事業の主旨にふさわしくないと判断する用途 

 

（３）事業計画及び整備・管理運営に関する条件 

ア 事業計画及び施工に伴う費用の負担等について 

・事業者の提案内容に起因する損害については、事業者が全ての責任を負うこととします。 

・計画内容及び建設工事に係る近隣への説明は事業者が行うものとし、事業者がこれらに関

する責任を負うこととします。 

・法令変更及び不可抗力等により設計変更、工期延長、建設費用の増加等が生じた場合は、

事業者が責任を負うこととします。 

・提案施設に瑕疵のあることが判明した場合、事業者はその取得者、利用者に対し責任を負

うこととします。 

 

イ 整備・管理運営の条件について 

事業者は、提案施設の整備及び管理運営にあたり次の条件をすべて満たすこととします。 

・施設の整備・管理運営等の事業全体について、関係法令を遵守した計画としてください。 

・日影、風害、電波障害、景観など、周辺の農地や公共施設、住宅等に与える影響に十分配

慮した計画としてください。 

 

（４）土地の貸付条件 

   ア 契約形態 

原則として、事業用定期借地権の設定契約（借地借家法２３条）によるものとします。 

 

イ 貸付期間 

貸付期間は２０年以上を原則とし、事業内容、建物の耐用年数等を勘案して、事業者と協

議のうえ定めるものとします。貸付期間には建設の開始から原状回復に要する期間を含めま

す。 

事業者による更新請求（借地借家法第５条）は認めないことを原則とし、貸付期間の延長

は事業の状況等に応じて協議の上、別途定めることとします。 

    

ウ 貸付料 

     赤磐市行政財産使用料徴収条例第２条を準用し、１カ月につき当該土地の固定資産税評価額

の１，０００分の３に相当する額とします。 

     貸付料の改定にあたっては、令和６年４月を第１回とし、その後３年毎に改定するものとし

ます。 
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 エ 原状回復義務 

貸付期間満了時または賃貸借契約解除時には、提案施設をすべて撤去し、土地を原状に回復

して市に返還するものとします（ただし、市が撤去の必要がないと認めた場合には、この限り

ではありません。）。市が認めた場合を除き、原状に回復されない場合は、原状回復に必要な

費用相当額及び事業者が原状回復義務を履行しないことによって市が被る損害を賠償しなけ

ればならないものとします。なお、期間満了時の残置建物の買取請求権（借地借家法１３条）

は認めないものとします。 

 

オ 土地の性状等に関するリスク分担について 

・地中障害物に関するリスク・責任等の分担 

市は事業用土地を現状有姿のまま引き渡すものとします。地中障害物の有無については、

事業者が自らの責任において把握するものとし、市は現況把握調査、撤去、その他一切の費

用及び責任を負担しません。用地地中に予見することができなかった地中障害物により提案

施設の整備にあたって重大な支障が生じる場合であっても、市は一切責任を負いません。 

・埋蔵文化財調査に関するリスク・責任等の分担 

埋蔵文化財分布図では、文化財は確認されていませんが、事業者は、文化財担当部局と協

議のうえ必要な調査及び対応を行ってください。 

・その他土地の瑕疵に関するリスク・責任等の分担 

土壌汚染の有無に関する調査については、地歴調査（水質汚濁防止法上の届出履歴）にお

いて特定施設が確認されないため、市は法令上の自主調査は不要と判断しています。 

事業者が土壌汚染に関する自主調査が必要と判断する場合は、事業者が自らの責任と負担

により当該調査を行うものとします。事業者判断による自主調査を実施した結果、基準値を

超える物質の存在が確認された場合には、市は事業者と協議を行い、土壌汚染対策に係る費

用について、市が合理的な範囲で負担するものとします。 

その他、新たに調査及び対策等を実施する必要があると認められる場合は、市と事業者が

協議の上、方針を決定することとします。 

 

カ その他 

事業実施に伴い必要な諸手続については、事業者の責任をもって行うものとします。その他

貸付条件については、赤磐市財務規則第２１７条の規定により、同規則第２１２条（使用許可

の条件）を準用するものとします。 

 

第２ 事業者の募集及び選定に関する事項 

１ 事業者選定の方法 

本事業は、基本計画を踏まえつつ、市の農業振興に資する提案施設を整備・管理運営するもの

です。また、事業者の募集及び選定方法は、民間事業者の有する能力・ノウハウを総合的に評価

して選定するため、公募型プロポーザル方式によるものとし、最も優れた提案を行った応募者

を、優先交渉権者（事業予定者）として選定します。 
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２ 選定の手順及び予定スケジュール 

選定の手順及び予定スケジュールは、次のとおりです。 

令和４年１０月２４日        実施要項の公表 

令和４年１１月 １日        事業説明会の開催 

令和４年１１月 ８日        質問書の受付締切 

令和４年１１月２２日        参加申込の締切 

令和４年１２月２６日        提案受付の締切 

令和５年 １月１０日～１月１１日  プレゼンテーション及びヒアリング 

令和５年 １月１３日        優先交渉権者の決定 

令和５年 １月以降         基本協定の締結 

              事業契約の締結（事業内容の確定） 

借地権設定契約の締結 

                  建設工事等の着手 

 

３ 参加資格に関する事項 

（１）応募者の構成 

ア 応募者の定義 

応募者は、市の求める条件を満たした提案施設を整備し管理運営することができる企画力、

資力、社会的信用度、技術的能力、施設運営能力及び実績を有する単独の法人、又は複数の法

人（以下、「構成法人」という。）により構成されるグループ（以下、「応募グループ」とい

う。）とします。 

 

イ 代表法人の選定 

（ア）応募グループにあっては、構成法人の中から、応募手続きを行う代表法人を定め、資格確

認書類の提出時に明らかにするものとします。 

（イ）応募グループにあっては、代表法人は、契約協議など市との調整・協議等における窓口役

を担うほか、本事業に係る契約に関する構成法人の債務すべてについて連帯して責任を負う

ものとします。 

 

ウ 協力法人の選定 

（ア）応募者は、応募者以外の者で、本事業の開始後、応募者から直接業務の一部を受託又は請

け負うことを予定している者（以下、「協力法人」という。）の選定ができます。 

（イ）次に該当する協力法人については、事業提案書の所定の様式において明記するものとしま

す。 

ａ 提案施設を賃借する協力法人又は運営受託する協力法人 

ｂ 提案施設の設計に関わる協力法人 

ｃ 提案施設の建設に関わる協力法人 
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（ウ）応募者は、赤磐市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要綱に基づく、指名停止措

置を受けている者、赤磐市建設工事等暴力団排除対策措置要綱に基づく入札参加除外を受け

た者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者を、協力法人及び協力法人の資材、原材

料の購入契約その他の契約の相手方（以下、「協力法人等」という。）としてはならないも

のとします。これらの事実が確認された場合、市は応募者に対し、協力法人等への選定の解

除を求めることができるものとします。 

 

エ 複数応募の禁止 

（ア）応募者又は応募者と資本関係若しくは人的関係のある者（※）は、他の応募グループの構

成法人になることはできないものとします。 

 

※資本関係のある者とは 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

ａ 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。

以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

※人的関係のある者とは 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

ａ 一方の会社の代表権を有する者（個人事業の場合は代表者。以下同じ。）が、他方の

会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

ｂ 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第６３条又は民事再生法

第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

 

（イ）協力法人のうち、次に該当する業務の協力法人は、複数の応募者の協力法人となることは

できないものとします。 

ａ 提案施設の設計に関する業務 

ｂ 提案施設の建設に関する業務 

 

オ 応募者に参加資格要件を欠く事態が生じた場合の措置 

（ア）公告の日から優先交渉権者決定日までの間に、応募者に参加資格要件を欠く事態が生じた

場合には、当該応募者は原則として失格とします。ただし、応募グループによる応募の場合

は、当該応募グループの申し出により、市の承認を条件として参加資格要件を欠く構成法人

（ただし、代表法人を除く）の変更ができるものとします。 

（イ）優先交渉権者決定日から本事業に係る契約の締結日までの間に、応募者に参加資格要件を

欠く事態が生じた場合には、当該契約を締結せず、優先交渉権の取り消しを行うことがあり

ます。この場合、市は一切責を負わないものとします。ただし、応募グループによる応募の

場合は、当該応募グループの申し出により、市の承認を条件として参加資格要件を欠く応募

グループの構成法人（ただし、代表法人を除く）の変更ができるものとし、市は変更後の応

募グループと本事業に係る契約を締結できるものとします。 
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（２）応募者の参加資格要件 

応募者は、次のいずれにも該当しないものとします。 

（ア）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者、又は

その者を代理人、支配人その他使用人として使用する者。 

（イ）本事業の公告の日から契約締結日までの間に、赤磐市建設工事等入札参加資格者に係る指

名停止等要綱に基づく、指名停止措置を受けている者。 

（ウ）本事業の公告の日から契約締結日までの間に、赤磐市建設工事等暴力団排除対策措置要綱

に基づく入札参加除外の措置を受けている者及び入札参加有資格者でない者にあっては当該

措置要件に該当する行為を行っている者。 

（エ）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２６条第２項の規定による事務所の閉鎖命令を

受けている者。 

（オ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てをなされてい

る者。ただし、同法に基づく再生計画認可の決定を受けている者を除く。 

（カ）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てをなされてい

る者。ただし、同法に基づく再生計画認可の決定を受けている者を除く。 

（キ）会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条

による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第 1項の規定による会社整理の

開始の申立て又は同条第２項の規定による通告がなされている者。 

（ク）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産の申立てがなされている者。 

（ケ）本事業の公告日において、法人税、所得税、消費税及び地方消費税並びに、岡山県が課税

する県税、赤磐市が課税する市税の滞納がある者。 

（コ）本事業の公告日から起算して過去１年以上営業を行っていると認められない者。 

 

４ 応募手続き等 

（１）事業説明会の開催 

市職員による本事業の説明を行います。現地説明の実施は予定していません。 

 

日  時：令和４年１１月１日（火）午後２時～３時 

場  所：赤磐市役所本庁舎２階第１会議室 

申込方法：令和４年１０月３１日（月）正午までに、次の申込先に電子メールまたはＦＡＸに

て申し込みください。電子メールでの申し込みを行う際は、「法人名・グループ

名」「担当者名」「当日の参加人数」をご記入ください。ＦＡＸで申し込みをした

場合は、送信後必ず下記申込先に、電話にて送信した旨の連絡をお願いします。 

申 込 先：赤磐市 産業振興部 農林課 

電子メール：sangyo@city.akaiwa.lg.jp 

電 話 番 号：０８６－９５５－６１７４ 

Ｆ Ａ Ｘ：０８６－９５５－６８６０ 

留意事項：当日は、プレゼンテーション及びヒアリングの審査に関する質問には応じません。 

事業説明会への出席はプロポーザルの参加条件ではありません。 
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（２）質問の受付 

本要項等に記載された内容に関する質問を次の要領で受け付けます。これ以外による質問の

提出は無効とします。 

 

提出方法：市ホームページより、公募型プロポーザルに関する質問書（様式１）のファイルを

入手、必要事項を記入の上、電子メールにファイルを添付し、下記の提出先に送信

してください。なお、メールタイトルは「募集要項等に対する質問（法人名）」と

明記してください。 

提 出 先：赤磐市 産業振興部 農林課 

電子メール：sangyo@city.akaiwa.lg.jp 

受付期間：令和４年１０月２４日（月）から 

令和４年１１月 ８日（火）午後５時まで 

 

（３）質問に対する回答 

受け付けた質問に対する回答は、次のとおり市ホームページで公表します。 

 

公表時期：令和４年１１月１５日（火）正午までに公表します。 

留意事項：受け付けた質問に対する回答は個別に行いません。 

質問を行った法人名は、公表しません。 

意見の表明と解される質問及び本事業に関係のない事項等の質問に対しては、回答

しません。 

 

（４）参加申込み 

応募者（応募グループの場合は代表法人）は、公募型プロポーザル方式提案参加申込書、そ

の他参加資格審査等の必要書類を提出してください。 

参加資格を審査のうえ、有資格者には令和４年１１月２９日（火）までにプロポーザル参加

資格確認結果通知します。 

 

受付期間：令和４年１０月２４日（月）～令和４年１１月２２日（火） 

期間中の午前９時から午後５時まで 

提出方法：持参による。（郵送等による提出は受け付けません。） 

提 出 先：赤磐市 産業振興部 農林課 

      （赤磐市町苅田５１６番地 赤磐市赤坂支所２階） 

提出書類：様式集の様式２、様式２別紙を参照のこと。 

参加申込書提出後の辞退：参加申込書を提出後に辞退する場合は、速やかに「参加辞退届」

（様式４）を提出してください。なお、提出資料は返却しません。 
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（５）事業提案書の受付 

参加資格を有する応募者（以下、「提案者」という。）は、プロポーザル参加資格確認結果

通知を受けた後、事業提案書を次のとおり提出してください。 

 

受付期間：令和４年１１月２９日（火）～令和４年１２月２６日（月） 

期間中の午前９時から午後５時まで 

提出方法：応募者（応募グループの場合は代表法人）の持参によること。郵送等によるものは

受け付けません。 

提 出 先：赤磐市 産業振興部 農林課 

（赤磐市町苅田５１６番地 赤磐市赤坂支所２階） 

提出書類：詳細は、様式集の様式５を参照のこと。 

 

（６）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

提出された企画提案について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施します。審査は、

提案者からの提出書類、企画提案書、プレゼンテーションの内容を比較・検討し総合的に審

査、採点することにより、最高点となった提案者を優先交渉権者とします。 

 

開催日時：令和５年１月１０日（火）～令和５年１月１１日（水） 

実施順は、原則、先着順とし、開始及び終了時刻は提案者（グループの場合は代

表法人）に別途通知します。 

開催場所：別途通知します。 

そ の 他：新型コロナウイルス感染症拡大状況に応じて、WEB等での実施とする場合がありま

す。 

 

５ 審査及び選定に関する事項 

（１）選考委員会の設置 

選考委員会において事業提案の審査を行い、優先交渉権者及び次点交渉権者（以下、優先交

渉権者と次点交渉権者を合わせて「優先交渉権者等」という。）を決定します。 

 

（２）審査の内容 

事業提案の審査は、下記の「ア」から「エ」の項目に従い、事業提案書に記載の提案内容に

ついて、総合的な評価を行います。選考委員会は非公開とします。 

なお、最高得点を得た提案者が２者以上いる場合は、下記の「イ」の項目中の得点が高い提

案者をより上位の交渉権者とします。「イ」の得点についても同点となった場合は、「ウ」、

「エ」の順にそれぞれ比較し検討します。 

ただし、評価により最高得点を得た提案者の合計点数が６０点を下回る場合、優先交渉権者

等として選定しないことがあります。 
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   ア 本事業に対する理解について 【１０点】 

・基本計画等、市の上位・関連計画の内容を踏まえ、本事業の目的を理解し、市が目指す

「強い農業の確立」の実現に向け、積極的に取り組む姿勢が示されている。 

 

イ 本事業における取り組みについて 【５０点】 

・赤磐市産の農畜産物の利用及びそれらの価値を高める提案となっている。 

    ・農業の担い手確保、育成を可能とする提案がある。 

    ・新たな農業技術の発展や、農業技術継承の促進に寄与する提案がある。 

    ・雇用の創出や、地域経済への配慮がなされた提案となっている。 

    ・施設計画が地域の魅力向上に資する提案となっている。 

    ・周辺環境、自然と調和した施設づくりが考えられている。 

    ・安全性など施設計画上考慮すべき事項が明確であり、かつ具体的で適切な提案がある。 

    ・その他、優れた提案がある。 

 

ウ 施設整備及び管理・運営における事業計画について 【２０点】 

・事業収支計画が適切で、実現可能性が高い。 

・施設整備及び管理・運営の方針が、本事業の目的に沿っている。 

 

エ 事業実施体制・実績について 【２０点】 

・事業実施体制について、信頼できるものである。 

・代表法人、構成法人、協力法人それぞれの役割、責任が適切かつ明確である。 

・本事業に通じる同種・類似事業の実績がある。 

 

（３）審査結果の通知及び公表 

審査結果は、すべての応募者（ただし、応募グループの場合は代表法人）に対して文書で通

知するとともに、市ホームページにて公表します。なお、審査結果公表時には、すべての応募

者名及び得点合計を公表します。 

 

第３ 契約等の考え方 

１ 基本協定 

優先交渉権者決定後、速やかに、市と優先交渉権者は、事業契約締結に向けた双方の協力義務

等を定めた基本協定を締結します。 

 

２ 事業契約 

基本協定の締結後、市と優先交渉権者は、事業内容に関する協議を経て、事業契約を締結しま

す。事業契約では、本事業の実施に係る市と事業者の業務分担、リスク分担等に関する事項を規

定する予定です。 
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３ 事業用定期借地権設定契約 

   事業契約に定めた内容を踏まえ、当該事業に適した内容による土地の賃貸借契約を締結しま

す。 

 

４ 供用開始義務 

原則として、事業提案書に記載された提案施設の供用開始日までに、提案施設の建設を完了

し、開業することとします。 

 

５ 市の承諾事項 

次に掲げる行為については、あらかじめ市の書面による承諾が必要です。 

（ア）土地の形質を変更しようとするとき 

（イ）建物等の所有権を移転しようとするとき 

（ウ）事業者が市に提出した事業提案書の内容を変更しようとするとき 

 

６ 地質調査等の実施に係る条件 

事業者は、優先交渉権者決定後の手続き等の期間において、書面により市の承諾を得て、地質

調査など敷地の掘削による事前調査を実施することができます。 

 

７ 契約違反等に係る条件 

（ア）市は、事業者が本事業に係る契約に定める条件等に違反等したとき、契約を解除することが

できることとします。解除条件及び解除の手続きについては、個別の契約において定めるもの

とします。 

（イ）事業者の契約違反等の理由により、市に損害が生じた場合には、市は事業者に賠償を請求す

ることができることとします。 

 

８ 地位の第三者譲渡 

本プロポーザルによって得た権利・地位を第三者に譲渡することは、原則不可とします。 

 

９ 優先交渉権の解除 

本事業に係る契約を締結するまでの間に、契約を締結することが著しく不適当と認められる事

情が生じた場合は、優先交渉権を取り消す場合があります。  

また、優先交渉権が取り消された場合について、準備等に要した費用について、市は補償しま

せん。 

 

10 次点交渉権者との契約交渉 

優先交渉権者の辞退等により本事業に係る契約の締結ができない場合、次点交渉権者と契約の

交渉を行います。 

 

 



13 

11 不当な要求等に対する措置 

（ア）事業者は、この契約の履行に当たり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を利する

こととなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下、「不当介

入」という。）を受けたときは、直ちに市に報告するとともに、警察に届け出るものとしま

す。 

（イ）事業者は、協力法人等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ち

に市に報告するとともに、協力法人等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない

ものとします。 

 

12 その他 

（１）企画提案書作成等、本プロポーザル参加に要する費用は提案参加者の負担とします。 

（２）事故の発生等により必要と判断した場合、本プロポーザルの中止、延期又は取り消しをする

ことができることとします。この場合において、本プロポーザルに参加しようとする者に損害

が生ずることがあっても市はその責を負いません。 

（３）提案参加者が１者の場合でも、本プロポーザルは成立し、その場合は、１者について審査し

た上で優先交渉権者として適当と認めた場合は、優先交渉権者に選定します。 

（４）提出書類に虚偽または不正の記載があった場合は、参加申込書又は企画提案書を無効としま

す。さらに、虚偽の記載をした者に対して指名停止等の措置を行うことがあります。 

（５）提出書類の返却は行いません。 

（６）提出後は、内容について追加・変更・差替は一切認めません。 

（７）提出された企画提案書等は、本プロポーザルの目的以外に使用しません。 

（８）提案における著作権等には十分注意した上で提案してください。万一これらに係る紛争等が

発生した場合は、提案参加者の責任において解決してください。 

（９）採点票及び提出された企画提案書の一部等は、赤磐市情報公開条例に基づき第三者から公文

書開示請求があった場合、情報公開請求の対象となります。ただし、本プロポーザル選考期間

中は、赤磐市情報公開条例第７条第５号の規定に基づき、開示の対象にはなりません。 

（10）優先交渉権者の通知をもって本事業に係る契約を確約するものではありません。 

 


